
委員Ⅰ 委員Ⅱ 委員Ⅲ 委員Ⅳ 委員Ⅴ 合計

１　基本事項の評価

(1)
資格要件

（取得資格）

・管理者及び担当者の本業務に有効な専門能力・資格等が優れている
と認められるか。
（事務局が客観的視点により採点）

10 8 8 8 8 8 40

(2)
専門技術力

（経験年数、実績）

・類似業務の実績を有しているか。
・担当者又は技術者が求める経験年数を満たしているか。
（事務局が客観的視点により採点）

15 9 9 9 9 9 45

(3)
専任性

（手持ち業務量）

・担当者又は技術者が他の業務（案件）を担当せず、本件について専
任となっているか。
（事務局が客観的視点により採点）

15 9 9 9 9 9 45

(4)
実施体制の的確性

（予定担当者又は技術者
の動員計画）

・期間内に必要な業務遂行が十分に見込める体制になっているか。
（事務局が客観的視点により採点） 10 6 6 6 6 6 30

50 32 32 32 32 32 160

満点 250

平均 32.0

２　企画提案の評価
（１）業務従事予定者の配置計画及びスケジュール

期間内に必要な業務遂行が十分に見込める配置計画、スケジュールに
なっているか。 20 12 12 12 12 12 60

（２）道路台帳等閲覧窓口業務を簡素化するための操作性向上提案について

・窓口業務の現況を十分に理解・分析しているか。
・操作性の向上につながる提案か。
・操作方法のマニュアル化ができているか。

30 24 18 18 18 18 96

（３）窓口サービスの満足度向上の提案について

・他自治体の運用状況について把握しているか。
・満足度の向上につながる提案か。
・既存の環境での可能な提案となっているか。

30 24 24 18 18 18 102

（４）システムの適切な運用・保守に向けての具体的な提案について

・現行の保守プログラムについて的確に把握しているか。
・セキュリティに問題はないか。
・追加取り組みデータのチェック体制について実現性があるか.
・運用・保守の金額の評価

55 44 44 33 44 44 209

135 104 98 81 92 92 467

満点 650

平均 93.4

３　見積額の評価

・参考事業規模に対する見積額により採点
（事務局が客観的視点により採点）

15 15 15 15 15 15 75

15 15 15 15 15 15 75

満点 75

平均 15.0

200 151 145 128 139 139 702

満点 1000

平均 140.4

325

加点項目

区内事業者の場合に、事務局採点項目の配点（満点）の合計
５％を加点

事務局採点配点
の5%

港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定、厚生労働省次世代育成
支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１３条の認定又は女
性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６
４号）第９条若しくは第１２条の認定を受けている事業者に、事務局
採点項目の配点（満点）の合計５％を加点
複数の認定を得ている場合はいずれかについて加点

事務局採点配点
の5%

障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に規定する法定雇用障害
者数以上の障害者雇用がある事業者に、事務局採点項目の配点（満
点）の合計５％を加点

事務局採点配点
の5%

ISO14001の認証等に参加している又はMINATO再エネ100電力利用事業者
認定を受けている事業者に、一次審査合計点の５％を加点
複数の認定を得ている場合はいずれかについて加点

事務局採点配点
の5%

区と災害時における協定の締結がある場合又は区と災害時における協
定の締結がある団体の構成員である場合、一次審査合計点の５％を加
点

事務局採点配点
の5%

満点

ワーク・ライフ
・バランス推進の評価

障害者雇用の評価

システムの運用・保守

事務局採点配点

災害協定活動の評価

85

様式５

該当する 17

一次審査 小計③
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Ａ事業者
配点項番・項目 評価の視点

適切な配置計画、スケジュール

窓口業務の内容の理解
操作性向上の提案

他自治体の運用状況把握
窓口サービスの満足度向上

一次審査 小計①

見積価額

一次審査 小計②

719

合計（小計①+②+③）

該当しない 0

該当しない 0

該当しない 0

0該当しない

一次審査合計（加点項目含む）

区内事業者優遇

環境配慮に対する評価


